[bookmark: _Hlk229057818]令和８年度飲食店と連携したメニューフェア事業　仕様書（案）

目的
[bookmark: _Hlk229056143]有明地域（大牟田市・柳川市・みやま市）及び嘉飯桂（嘉麻市・飯塚市・桂川町）地域プロモーションの一環として、それぞれの地域資源を活かし、飲食店と連携したメニューフェアを行うことにより、地域の魅力を向上及び認知度向上に繋げることを目的とする。

業務の名称
令和８年度飲食店と連携したメニューフェア事業

契約期間
契約締結の日から令和９年３月３１日まで

委託業務の内容
（1） 実施期間
· 4週間とする。
· 開催時期は、県と協議のうえ、決定すること。
（2） 店舗選定
· 福岡都市圏飲食店10店舗以上で実施すること。
（想定）有明地域：5店舗、嘉飯桂地域：5店舗
· 飲食店ジャンルに片寄りがないように様々なジャンルの飲食店を選定すること。
· 嘉飯桂地域のみ首都圏飲食店1店舗以上で実施すること。
（3） 食材
· 各市町から推薦のあった食材をもとに県と委託業者で選定する。
· 食材選定にあたり、各市町との連絡は、県が行うこととする。
· 食材費及び発注、送料は、委託業者が負担することとする。
（4） メニュー開発・提供
· 選定した特産食材をもとに店舗でオリジナルメニューの開発及び提供を行うこと。
· 店舗ごとに特産食材を使用したメニュー2種類以上をフェア実施期間中に提供すること。
· 使用する食材は、原則、各市町から1品ずつ食材を選定し、フェア実施店舗で片寄りがないようすること。
（5） プロモーション
1 店内ツール・特設サイト
· 店内ツール・特設サイトは、委託業者が作成すること。
2 消費者告知
· ターゲティングeDM、バナー等でフェアの開催情報を周知し、情報発信を行うこと。
3 消費者アンケート
· フェア期間中の効果が測れるよう、消費者アンケートを実施し、集計すること。
4 スタンプラリー
· フェア期間中、各店舗を周遊できるようデジタルスタンプラリーを実施し、消費者特典をつけること。
（6） 首都圏での実施
· 嘉飯桂地域のみ首都圏飲食店でも同様のメニューフェアを行うこと。
（想定）首都圏飲食店：1、2店舗、メニュー数：2品以上
· 上記福岡都市圏フェアと同時期に行うこと。
· 首都圏飲食店では、スタンプラリーは実施しないこととする。
· フェア開始日に首都圏飲食店で嘉飯桂地域の首長によるトップセールス（開始セレモニー）を行うため、開始セレモニーに係る店舗選定及び店舗側への会場賃借等の交渉を行うこと。
但し、開始セレモニー当日の会場運営、進捗管理、現場設営等の実務については、県が別途契約する事業者と行うものとする。受託者は、決定した店舗情報を速やかに当該事業者へ共有すること。

完了報告書及び成果物の提出
本業務の報告書、成果品及び提出期限については、以下のとおりとする。
実施内容をまとめた報告書（紙媒体及び電子データ）
· 提出期限は令和９年３月３１日（水）とする。

事業実施上の留意事項
（1） 本業務の実施に当たっては、関係法令を遵守すること。
（2） 業務上知り得た機密を保持し、他に漏洩してはならない。契約終了後も継続して機密保持の義務を負うこと。 
（3） 個人情報については、個人情報保護法を遵守し、適切に取り扱わなければならない。契約終了後においても同様とする。
（4） 契約時に、暴力団排除措置のための「誓約書」「役員名簿」を提出すること。
（5） 本業務の実施に当たり、以下の段階で県と対面又はオンラインにより協議を行うものとする。
· 業務着手時
· 中間打合せ（随時）
· 報告書等作成前
（6） 本業務の目的に資するもので、仕様書に記載の内容以外に効果的な取組があれば、業務想定額の範囲内で随時提案すること。
（7） 本業務の完了後、万が一著作権等に関する事故・問題が発生した場合は、受注者の責任において処理・解決するとともに、県及び関係市町に損害が生じた場合にはその損害を賠償しなければならない。
（8） 業務を一括して第三者に再委託してはならない。ただし、業務の一部についてあらかじめ県の承認を得た場合はこの限りではない。

制作物に関する権利の帰属
（1） 著作権等の知的財産権の取扱いに十分注意すること。
（2） 業務の履行に伴い発生する成果物に対する著作権（著作権法第２７条及び第２８条の権利を含む。）は、関係市町に関する成果物は関係市町に帰属する。
（3） 業務により得られる著作物の著作者人格権について、受注者は将来にわたり行使しないこと。また、受注者は商品の制作に関与した者について著作権を主張させず、著作者人格権についても行使させないことを約するものとする。
（4） 本件に使用する映像、イラスト、写真、その他資料等について、第三者が権利を有するものを使用する場合には、使用の際、あらかじめ県に通知するとともに、第三者との間で発生した著作権その他知的財産権に関する手続や使用権料等の負担と責任は、全て受注者が負うこと。
（5） 上記（１）（２）（３）（４）の規定は、「６ 業務実施上の留意事項」の（８）により第三者に委託した場合においても適用する。受注者は、第三者との間で必要な調整を行い、第三者との間で発生した著作権その他知的財産権に関する手続や使用権料等の負担と責任を負うこと。
（6） その他、著作権等で疑義が生じた場合は、県と別途協議の上、決定する。

その他
この仕様に定めのない事項又は疑義が生じたときは、その都度、県と協議をして定めるものとする。
